
令和５年 10月１日から、インボイス制度が実施されます。
事業者の皆さんには、インボイス制度について理解を深めていただき、インボイス制度の実施に向けて

必要な準備を進めていただくため、インボイス制度説明会を開催しますので、ぜひご参加ください。

河川などの公共用水域に油や薬品、異常排水などが流入する水質事故が、例年数
多く発生しています。水質事故が発生すると、魚が死んだり、取水に影響するなど、
場合によっては大きな被害をもたらす可能性があります。
水質事故は、発生させた原因者の責任です。原因者は、事故の影響がなくなるま
で措置を行う必要があるとともに、事故措置にかかった費用の負担や被害に対する
賠償を求められることもあります。
水質事故は、普段から事故を想定した対策を行うことで、未然に防ぐことができ
ます。水質事故が発生しないよう、未然防止にご協力をお願いします。

・ドラム缶運搬中の転倒などによる油流出。
・給油中トラブルによる油流出　（※給油ポンプ異常など）
・不適切な油保管　（※廃油タンクへの雨水混入による流出など）
・設備の分解点検作業中の油漏れ
・薬品類の不適正処分　（※知らずに流すなど）
・負荷変動などでの排水処理トラブルによる異常水の流出

管轄する県民事務所など、または政令市の環境担当課にご連絡ください。
※水質汚濁防止法における政令市（名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、
春日井市、豊田市）

水質事故を起こしてしまったと
きには、直ちに流出防止のため
の「応急措置」と「事故の連絡」を
行ってください。

インボイス制度について、詳しい
情報などはこちらをご覧くださ
い。

説明会開催日程などの最新情報は
こちらをご覧ください。

〇会場収容人数の都合上、事前予約制としますので、事前に問い合わせ先まで申し込みをお願いしま
す。
〇新型コロナウイルス感染症など拡大状況によっては、中止または延期する場合がございますので、
あらかじめご了承ください。
〇感染症拡大防止の観点から、マスクの着用、手指消毒などのご協力をお願いいたします。
〇代表電話にお問い合わせいただく際は、自動音声案内にしたがって、「２」を選択してください。
〇駐車場の施設が限られていますので、車でのご来場はご遠慮ください。

要事前予約
参加無料

インボイス制度説明会の内容に加えて、消費税の基本的な仕組みなどについて説明します。

●インボイス制度説明会にご参加いただく方へ

令和５年１月 13日（金）
14:00 ～ 15:30

日　　時 定　員 問 い 合 わ せ 先開 催 場 所
10月 21日（金）
14:00 ～ 15:30

津島税務署
津島市良王町二丁目 31番地１
別館２階　大会議室

津島税務署　法人課税第一部門
☎26-2161（代表）
（内線 612）

11月 15日（火）
14:00 ～ 15:30

12 月６日（火）
14:00 ～ 15:30

20 人

20人

20人

20人

令和５年１月 13日（金）
10:00 ～ 11:00

日　　時 定　員 問 い 合 わ せ 先開 催 場 所
10月 21日（金）
10:00 ～ 11:00 

津島税務署
津島市良王町二丁目 31番地１
別館２階　大会議室

津島税務署　法人課税第一部門
☎26-2161（代表）
（内線 612）

11月 15日（火）
10:00 ～ 11:00

12 月６日（火）
10:00 ～ 11:00

20 人

20人

20人

20人

インボイス制度説明会（消費税の仕組みから知りたい方向け）

インボイス制度の概要、売手・買手側の注意点、登録申請の方法などについて説明します。
インボイス制度説明会

●インボイス制度特設サイト

津島税務署

●説明会開催日程など

魚類へい死

油流出

●代表的な原因について

＜必要な対策＞
（１） 日常からリスク（事故）を想定した、保管の方法と作業手順の確認
（２） 施設改善工事や移転工事を発注する際は、作業手順や確認事項を工事業者に徹底

◇発生源を止める

◇流下を防ぐ
　（オイルフェンスなど）

◇回収する
　（吸着マットなど）

愛知県環境局環境政策部水大気環境課　水・土壌規制グループ　☎（052）954-6222

工場または事業場の所在地

豊川市、蒲郡市、田原市
東三河総局　県民環境部　環境保全課
〒440-8515 豊橋市八町通 5-4
☎（0532）35-6112

東三河総局
新城設楽振興事務所　環境保全課
〒441-1365 新城市字石名号 20-1
☎（0536）23-2117

津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町
蟹江町、飛島村

環境保全第二グループ
☎（0564）27-2876

海部県民事務所　環境保全課
〒496-8531 津島市西柳原町 1-14
☎24-2131

西三河県民事務所　豊田加茂環境保全課
〒471-8503 豊田市元城町 4-45
☎（0565）32-7494

連絡先、郵便番号、住所、電話番号

新城市、設楽町、東栄町、豊根村

犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市、清須市
北名古屋市、豊山町、大口町、扶桑町

尾張県民事務所　環境保全課
〒460-8512 名古屋市中区三の丸 2-6-1
環境保全第一グループ
☎（052）961-7254

瀬戸市、小牧市、尾張旭市、豊明市
日進市、長久手市、東郷町

環境保全第二グループ
☎（052）961-7255

半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市
阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町
武豊町

知多県民事務所　環境保全課
〒475-8501 半田市出口町 1-36
☎（0569）21-8111( 代表 )

西尾市、幸田町

西三河県民事務所　環境保全課
〒444-8551 岡崎市明大寺本町 1-4
環境保全第一グループ
☎（0564）27-2875

碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市

みよし市

水質事故の未然防止に
　　　ご協力をお願いします

事業者の皆さんへ

消費税のインボイス制度
説明会のご案内

●応急措置の実施について ●水質事故発生時の連絡先について

水質事故をなくそう！
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